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気
候
変
動
に
伴
い
、
異
常

気
象
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

当
町
も
台
風
24
号
で
は
影
響

を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
質
問
を
い
た
し
ま
す
。

⑴
　
台
風
12
号
、
24
号
で
は

避
難
所
が
開
設
さ
れ
ま
し
た

が
、
運
営
は
い
か
が
で
し
た

で
し
ょ
う
か
。

⑵
　
台
風
24
号
で
は
寄
地
区

で
風
の
被
害
が
大
き
く
、
倒

木
等
に
よ
る
３
件
の
大
き
な

被
害
を
は
じ
め
小
さ
な
被
害

が
数
多
く
発
生
し
ま
し
た
。

被
害
者
へ
の
救
済
策
は
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

⑶
　
当
町
で
も
神
縄
・
国
府

津
―
松
田
断
層
帯
、
神
奈
川

県
西
部
地
震
等
を
抱
え
、
い

つ
地
震
が
起
き
て
も
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
広
島
県

で
は
、
災
害
発
生
後
の
迅
速

な
対
応
を
図
る
た
め
、
ふ
る

さ
と
納
税
を
原
資
と
し
た

「
災
害
復
興
基
金
」
の
設
立

を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

町
で
も
災
害
へ
の
備
え
と
し

て
必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

災害に対する
支援策を検討
していく
回答（町長）

⑴
　
台
風
12
号
で
は
、
風
雨

が
強
ま
る
と
の
予
想
の
中
で

初
め
て
避
難
所
を
開
設
し
た
。

開
設
場
所
は
、
町
民
文
化
セ

ン
タ
ー
展
示
ホ
ー
ル
、
松
田

小
学
校
屋
内
運
動
場
、
寄
中

学
校
屋
内
運
動
場
、
虫
沢
地

域
集
会
施
設
の
４
か
所
を
開

設
し
、
避
難
者
総
数
は
21
名

で
、
46
名
の
職
員
が
対
応
に

あ
た
っ
た
。
台
風
24
号
で
は

職
員
の
ほ
か
萱
沼
と
虫
沢
田

代
自
治
会
に
お
願
い
し
、
避

難
所
を
４
か
所
設
置
し
た
。

⑵
　
台
風
24
号
の
被
害
状
況

⑴
　
「
所
有
者
不
明
の
土
地

利
用
円
滑
化
対
策
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
な
ど
の
方
策

が
次
の
と
お
り
発
表
さ
れ
ま

し
た
が
、
活
用
状
況
に
つ
い

て
お
伺
い
し
ま
す
。

①
　
所
有
者
不
明
の
土
地

が
、
公
共
事
業
に
お
い
て

は
８
件
で
、
す
べ
て
寄
地
区

で
あ
る
。
そ
の
他
、
倒
木
等

強
風
に
よ
る
被
害
が
多
数
あ

っ
た
と
報
告
を
受
け
て
い
る
。

各
々
、
保
険
対
応
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
の
が
現
状
で
あ

る
。

⑶
　
町
単
独
で
は
財
源
確
保

が
厳
し
い
が
、
災
害
に
対
し

て
見
舞
金
や
災
害
給
付
金
を

支
援
す
る
こ
と
を
条
例
規
定

し
て
い
る
自
治
体
も
あ
り
、

当
町
が
で
き
る
支
援
策
を
検

討
し
て
い
き
た
い
。

は
、
町
で
取
得
可
能
に
な

っ
た
こ
と

②
　
所
有
者
不
明
土
地
の

財
産
管
理
人
請
求
制
度
の

実
施

③
　
土
地
所
有
者
の
探
索

に
関
し
て
、
国
土
交
通
省

職
員
の
派
遣
が
で
き
る

⑵
　
「
空
家
等
対
策
計
画
」

で
は
、
他
町
に
先
ん
じ
て
対

応
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後

に
つ
い
て
次
の
点
を
お
伺
い

し
ま
す
。

①
　
空
家
、
特
定
空
家
の

そ
の
後
の
状
況
に
つ
い
て

②
　
民
間
賃
貸
住
宅
に
お

け
る
「
空
室
」
対
策
の
現

状
と
対
策
に
つ
い
て

３つの柱を基本に
総合的な対策を
進めていく
回答（町長）

⑴
　
こ
の
法
律
に
よ
り
、
担

当
課
が
事
前
調
査
や
事
業
説

明
会
に
参
加
し
、
将
来
を
見

据
え
た
地
域
福
利
増
進
事
業

で
、
所
有
者
不
明
土
地
の
利

用
が
、
円
滑
に
進
め
ら
れ
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
く
。

⑵
　
空
家
の
予
防
推
進
に
取

り
組
ん
で
い
る
た
め
、
特
定

空
家
等
の
確
定
件
数
は
な
い
。

し
か
し
、
雑
草
や
立
木
な
ど

保
安
上
良
好
で
な
い
土
地
等

の
情
報
提
供
が
３
件
あ
り
、

解
決
に
向
け
取
り
組
ん
で
い

る
。

　
今
後
も
空
家
に
し
な
い

「
予
防
推
進
」
、「
活
用
促

進
」
、
「
安
心
安
全
の
確

保
」
の
３
つ
の
柱
を
基
本
に
、

町
全
体
の
活
力
の
維
持
向
上

を
目
指
し
て
、
総
合
的
な
対

策
を
進
め
る
。

　
ま
た
、
「
民
間
賃
貸
住

宅
」
の
家
賃
補
助
制
度
の
実

績
は
10
件
で
、
子
育
て
世
帯

や
若
年
世
帯
の
定
住
促
進
を

図
る
こ
と
と
、
空
家
バ
ン
ク

に
登
録
さ
れ
た
物
件
の
利
用

促
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

災
害
・
防
災
の
対
応
は
万
全
か

空
地
・
空
家
対
策
に
つ
い
て
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　所有者不明の土地利用円滑化対策に関する特別
措置法とは、所有者不明土地の増加に伴い、公共
事業の推進等に支障が生じていることを踏まえ、

所有者不明土地を円滑に利用する仕組み、所有者

の探索を合理化する仕組み、所有者不明土地を適

切に管理する仕組み等が盛り込まれた法律で、平

成30年６月13日に公布されています。
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